
（資料出所）2000年までは総務省「労働力調査（特別調査）」（2月調査）、2005年から2013年までは総務省「労働力調査（詳細集計）」（年平均）長期時系列データによる。 
  （注）１）2005年から2011年までの数値は、2010年国勢調査の確定人口に基づく推計人口（新基準）に切替え集計した値。 
     ２）2011年の数、割合及び前年差は、被災３県の補完推計値を用いて計算した値。 
      ３）雇用形態の区分は、勤め先での「呼称」によるもの。 
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非正規 

○ 正規雇用は、95年から05年までの間に減少し、以降その数はわずかに減少。 

○ 非正規雇用は、95年から05年までの間に増加し、以降現在まで緩やかに増加（役員を除く雇用者全体の36.７％）。 
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アルバイト 

392万人 
(+39) 

【20.6%】 

パート 

928万人 
(+40) 

【48.7%】 

契約社員・嘱託 
388万人 

(+34)【20.4％】

派遣社員116万人
(+26)【6.1％】 

その他82万人(-46)【4.3％】 

正規 

図表１  正規雇用と非正規雇用の労働者の推移  
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資料出所：厚生労働省「『多様な形態による正社員』に関する研究会報告書」 

図表２  「多様な正社員」の導入状況   

○ 企業アンケート調査によると、約 ５ 割の企業が「多様な正社員」の雇用区分を導入しており、そのうち、 

    職種限定の区分       

    勤務地限定の区分    

    労働時間限定の区分  

  の企業が導入している。 

○ 職種、勤務地、労働時間といった要素を複数組み合わせている区分も見られる（職種限定かつ勤務地限定の 

  正社員など）。 

企業数 雇用区分数 従業員数(人） 

全体 
1,987 

(100.0%)  
3,245 

(100.0%)  
1,576,996 
(100.0%)  

多様な正社員  
1,031  

(51.9%) 
1,547  

(47.7%)  
519,152  
(32.9%)  

職種限定あり 878  1,314  442,020  

労働時間限定あり 146  200  53,148  

勤務地限定あり 382  505  140,191  

いわゆる正社員 
1,379 

 (69.4%)  
1,602 

 (49.4%)  
1,011,952 

(64.2%)  

： 約 ９ 割 

： 約 ４ 割 

： 約 １～２ 割 
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○ 「限定正社員」（包括的な人事権には必ずしも服さない、働き方に限定のある正社員と定義）を導入している事業所は４７．９％ 

   このうち、 一般職社員がいる事業所         ３２．８％ 

              職種限定社員がいる事業所       ２３．０％ 

          勤務地限定社員がいる事業所       １１．６％ 
          所定勤務時間限定社員がいる事業所  ５．７％    

            ＊ 「一般職社員」とは、主に事務を担当する職員で、おおむね非管理職層として勤務することを前提にしたキャリア・コースが設定された社員をいう。     

○ 職種限定正社員がいる事業所は、医療・福祉業（52.9％）、教育・学習支援業（32.9％）、運輸・郵便業（33.3％）で多い 

図表３  「多様な正社員」の導入状況   

JILPT「多様な就業形態に関する実態調査」結果概要  （平成22年８月実施、回答事業所数1,610） 

資料出所：（独）労働政策研究・研修機構（ＪＩＬＰＴ）「『多様な正社員』の人事管理に関する研究報告書」（「多様な就業形態に関する実態調査」） 

職種限定正社員 勤務地限定正社員 

  いる いない 無回答 いる いない 無回答 N 

農林・漁業 50.0  50.0  0.0  0.0  100.0  0.0  2 

鉱業、採石業、砂利採取業 0.0  100.0  0.0  0.0  100.0  0.0  1 

建設業 22.4  75.3  2.4  23.5  75.3  1.2  85 

製造業 9.8  87.4  2.8  11.4  87.1  1.6  317 

電気・ガス・熱供給・水道業 29.4  64.7  5.9  0.0  94.1  5.9  17 

情報通信業 9.7  90.3  0.0  9.7  90.3  0.0  31 

運輸業、郵便業 33.3  61.7  4.9  13.6  80.2  6.2  81 

卸売業 16.9  80.3  2.8  15.5  78.9  5.6  71 

小売業 8.8  85.7  5.5  9.9  84.6  5.5  91 

金融・保険業 10.2  88.1  1.7  39.0  59.3  1.7  59 

不動産業、物品賃貸業 14.3  85.7  0.0  42.9  57.1  0.0  7 

学術研究、専門・技術サービス業 22.2  74.1  3.7  18.5  74.1  7.4  27 

宿泊業、飲食サービス業 24.2  72.7  3.0  6.1  93.9  0.0  33 

生活関連サービス業 26.7  73.3  0.0  6.7  93.3  0.0  15 

娯楽業 16.7  83.3  0.0  8.3  91.7  0.0  12 

教育、学習支援業 39.5  53.5  7.0  8.1  84.9  7.0  86 

医療、福祉 52.9  43.6  3.4  6.9  89.2  3.9  204 

複合サービス業 15.6  81.3  3.1  3.1  90.6  6.3  32 

サービス業（他に分類されないもの）  21.3  74.7  4.0  13.3  82.7  4.0  150 

その他 26.0  72.0  2.0  6.0  92.0  2.0  50 

無回答 18.8  75.0  6.3  12.5  81.3  6.3  16 
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職務等限定の
定め 

・就業規則に職務、勤務地等の限定を規定(一部規定のない例あり） 
・雇用契約書、労働条件通知書に就業場所の限定状況を具体的に記載する例あり 
・地域限定の同意書を本人から提出する例あり 

賃金等処遇 ・賃金水準  いわゆる正社員と比べ、職務・勤務地限定の正社員は概ね８割～９割。手当による調整例あり。 
・昇進     いわゆる正社員とほぼ同じ昇進スピードであるが、上限が異なるものが多い 

転換制度 ・非正規雇用→多様な正社員  一定の要件（勤続年数、評価結果等）の下、本人の申出、面接等により判断 
・多様な正社員→いわゆる正社員  一定の要件の下、本人の申出、所属長の推薦、面接等により判断 
・いわゆる正社員→多様な正社員  一定の要件の下、本人の申出（同意）、所属長の推薦等により判断 

雇用保障 ・経済的理由等により限定された勤務地等が消滅した場合の人事上の取扱について就業規則等の定めなし 
・事業所閉鎖等の場合、他の勤務地・職務への配置転換で対応 
  本人が配置転換を受け入れられない場合、本人との合意の下、退職（会社都合）となる例あり 

制度導入の目
的 

・職務・勤務地限定のニーズを持つ人材の確保・定着、ワーク・ライフ・バランスの支援 
・給与水準の地域相場を反映した人件費の適正化 
・女性の能力・キャリア志向の前進に伴い、転勤を限定し幅広い職務に従事できるよう環境整備 
・ものづくり技能の安定的な継承、地域に根付いた事業展開（店舗運営） 

メリット ・上記制度導入の目的に同じ 
 （優秀な人材の確保・定着のほか、特に職域拡大等による女性の活躍の機会拡大、女性管理者の増加等） 
・地域に根ざした生活設計が可能となり、生活への安心感の高まり 

運用上の課題 ・転勤しないいわゆる正社員と同じ仕事をしている多様な正社員からの処遇格差に対する不満 
・会社として幅広く活躍することを期待する役割と、本人の価値観や事情とのマッチング（折り合い） 
・限定された職務を行う短時間正社員制度の活用のあり方（夜間営業時間の勤務シフトが組みづらい） 
・コース転換について、ライフイベントのタイミングでの随時応募等柔軟な対応 

資料出所：厚生労働省「『多様な正社員』の普及・拡大のための有識者懇談会」の企業ヒアリング結果 

図表４  「多様な正社員」の導入企業の事例  （総括表） 

ヒアリング
概要 

ヒアリングの実施 ⇒ ８企業（製造業、建設業、小売業２、保険業、金融業、旅行業、飲食業） 
              全企業が勤務地限定の正社員制度を導入。一部は職務、勤務時間も限定あり 
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事例１  （製造業、従業員3,000人以上） 

概要 勤務地を限定した正社員の区分を設け、非正規から正社員への受け皿としても活用している例 

社員区分 （正社員） 
○勤務地に限定のない区分  （全国型社員） 

○都道府県を異にし、かつ転居を伴う異動のない区分 （地域限定社員） 

（正社員以外） 
○転勤なし、有期雇用 （契約社員） 

職務等限定の
定め 

・就業規則に社員区分の定義、転勤、コース転換等を規定 
・雇用契約書、労働条件通知書に具体的な就業場所を記載 

・地域限定の同意書を本人から提出 

賃金等処遇 ・都道府県を３区分し、地域別賃金水準等を参考に100、95、90の賃金レンジ指数を設定 
・全国型は地域限定社員100に地域手当を加算 

転換制度 ・全国型から地域限定、非正規雇用から地域限定へ本人の申出又は部門長の推薦により転換が可能 

・期待される役割に変更が生じたとき、本人の同意を得て3年以内の期限付きで全国型へ転換 

雇用保障 ・経済的理由等により限定された勤務地が消滅した場合の人事上の取扱について、就業規則等に定めなし 
・事業所閉鎖等の場合、他の勤務地への配置転換で対応。本人が配置転換を受け入れられない場合、本人との
合意の下、退職（会社都合）となる 

制度導入の目
的 

・給与水準の地域相場を反映した人件費の適正化（全国一律制から地域別制へ水準変更） 
・全国異動困難な個人の事情への対応 
・ものづくり技能の安定的な継承 

メリット ・人件費の適正化 
・転居転勤がなく地域に根ざした生活設計が可能（個人のニーズに応じた働き方が可能） 

運用上の課題 ・個人の事情により異動できない全国型社員への対応 
・会社として幅広く活躍することを期待する役割と、本人の価値観や事情とのマッチング（折り合い） 

「多様な正社員」の導入企業の事例 

資料出所：厚生労働省「『多様な正社員』の普及・拡大のための有識者懇談会」の企業ヒアリング結果 5 



事例２  （保険業、従業員3,000人以上） 

概要 勤務地限定のニーズを持つ人材確保、地域職の職域拡大を図り上位職へチャレンジ可能となるよう、勤務地限
定の正社員制度を導入している例。 

社員区分 （正社員） 

○勤務地に限定のない区分  （全国職） 

○勤務地を会社の定める地域内に限定する区分 （エリア職） 

〇転居を伴う転勤なし（採用時の居住地から通勤可能な事業所に限定）の区分 （地域職） 

（正社員以外） 
○原則転勤なし、有期雇用  （契約社員） 

職務等限定の
定め 

・就業規則に社員区分の職務、勤務地限定を規定 

・労働契約書に就業場所を記載 

賃金等処遇 ・基本給、職責給等はコース別による賃金差はない 
・転居転勤による負荷を勘案して、上記にコース別の係数を乗じて賃金を計算 

   （全国職100に対し約9割の水準） 

転換制度 ・全国職からエリア職、地域職へ本人の申出により、一定の年齢・役職を要件に転換が可能 
・地域職からエリア職、エリア職から全国職へ本人の申出により、選考に合格転換が可能 

・契約社員から地域職へ本人の申出により、選考に合格し転換が可能 

雇用保障 ・経済的理由等により限定された勤務地が消滅した場合の人事上の取扱について、就業規則等に定めなし 
・事業所閉鎖等の場合、他の勤務地への配置転換で対応 

制度導入の目
的 

・勤務地限定のニーズを持つ優秀な人材の確保 
・女性の能力・キャリア志向の前進に伴い、転勤を限定し幅広い職務に従事できるよう環境整備 

メリット ・女性の優秀人材の確保、地域に根付いた人材の確保 
・勤務地ニーズとの合致（仕事と家庭の両立）、転勤・転居に伴う物理的・心理的負担の解消 

運用上の課題 ・職務・勤務地の限定は、将来の人口減少等に伴う業容変化に対応しづらい 
・契約社員は、勤務場所と職務が限定のため、通勤圏内転勤のある地域職への転換希望が少ない 

「多様な正社員」の導入企業の事例 

資料出所：厚生労働省「『多様な正社員』の普及・拡大のための有識者懇談会」の企業ヒアリング結果 6 



事例３  （建設業、従業員3,000人以上） 

概要 勤務地限定の正社員制度を導入し、中途採用等による人材の確保・定着を図っている例。 

社員区分 （正社員） 

○勤務地・職務に限定のない区分  （総合職） 

○勤務地を採用時に決定したエリア内に限定、かつ限定分野の基幹業務を行う区分  （准総合職） 

〇勤務地を採用時に決定したエリア内に限定、かつ限定分野の定常業務を行う区分  （一般職） 
（正社員以外） 
○勤務場所限定、有期雇用 （契約社員） 

職務等限定の
定め 

・就業規則に社員区分の職務、勤務地限定を規定 

・採用辞令に社員区分のみ記載 

賃金等処遇 ・社員区分で賃金テーブルが異なり、生涯賃金で総合職100に比し、准総合職約80、一般職約55の水準 

 

転換制度 ・准総合職から総合職、一般職から准総合職へ試験等により選考し転換が可能 
  総合職から准総合職へは本人の申出のみにより転換可能（実績はほとんどない） 

・契約社員から正社員への転換制度はない（中途採用扱い） 

雇用保障 ・経済的理由等により限定された勤務地が消滅した場合の人事上の取扱について、就業規則等に定めなし 
・事業所閉鎖等の場合、他の勤務地への配置転換で対応 

制度導入の目
的 

・勤務地限定志向、ライフスタイルの多様化への対応 
・国内工事量の中長期的な減少トレンド、新築からリニューアルへの需要シフト等への対応 

メリット ・地域限定志向を持つ人材確保・定着、転勤がハードルとなっていた女性の活躍の機会拡大 
・同業他社からの転職機会の拡大 

運用上の課題 ・総合職と准総合職の業務内容・役割を区別しづらい 
・転勤しない総合職と同じ仕事をしている地域限定社員からの処遇に対する不満 

「多様な正社員」の導入企業の事例 

資料出所：厚生労働省「『多様な正社員』の普及・拡大のための有識者懇談会」の企業ヒアリング結果 7 



事例４  （小売業、従業員3,000人以上） 

概要 勤務地限定の正社員制度を導入し、地元志向のニーズを持つ人材を確保している例 

社員区分 （正社員） 

○勤務地・職務等に限定のない区分  （全国職） 

○転居を伴う異動のない区分  （地域職） 

○勤務時間が限定され、かつ職種も限定されている区分  （短時間正社員）  

（正社員以外） 
〇職務限定、有期雇用 （契約社員） 

職務等限定の
定め 

・就業規則に本人の同意なく転居を伴う異動がないことを規定 

 

賃金等処遇 ・社員区分で賃金テーブルが異なり、初任給で全国職100に比し、地域職約95の水準 

・全国職と地域職の昇進スピードは、統括店長・課長職まで同じ 

転換制度 ・非正規雇用から地域職へ所属長の推薦、面接試験等により選考し転換が可能 
・地域職から全国職へ所属長の申請により役員面接等により選考し転換が可能 

・全国職から地域職へ本人の申出と所属長の申請により転換が可能 

雇用保障 ・経済的理由等により限定された勤務地等が消滅した場合の人事上の取扱について就業規則等に定めなし 
・事業所閉鎖等の場合、他の勤務地への配置転換で対応。配置転換等に応じられない場合は会社都合退職の
扱い 

制度導入の目
的 

・従業員の地元志向への対応 
・短時間勤務のニーズへの対応・必要な人材確保 

メリット ・地元志向が強い従業員の生活への安心感の高まり、必要な人材の確保 
・転勤可能な従業員、地域密着により顧客サービスに注力したい従業員等の把握 

運用上の課題 ・限定された職務を行う短時間正社員制度の活用のあり方（夜間営業時間の勤務シフトが組みづらい） 

「多様な正社員」の導入企業の事例 

資料出所：厚生労働省「『多様な正社員』の普及・拡大のための有識者懇談会」の企業ヒアリング結果 8 



事例５  （金融業、従業員3,000人以上） 

概要 勤務地限定社員の導入、及び両立支援制度や一定の事情により異なる地域への異動に応募できる制度等の活
用により、継続勤務が可能となり退職率の低下にもつながっている例 

社員区分 （正社員） 

○勤務地・職種に限定のない区分  （総合職） 

○原則本人の同意なく転居を伴う異動はなく、特定の業務に限定する区分 （エリア総合職） 

〇本人の同意なく転居を伴う異動はなく、特定の業務に限定する区分  （一般職） 
（正社員以外） 
○勤務地限定、有期雇用 

職務等限定の
定め 

・就業規則に社員区分の勤務地限定等を規定 

賃金等処遇 ・給与の内、職務に関する部分は全コース共通、資格に関する部分はコース別に差（総合職100に比しエリア総
合職約80）がある 

・総合職とエリア総合職の昇進スピードは同じ、一般職は昇進の上限あり 

転換制度 ・非正規雇用から正社員へ、一般職からエリア総合職へ、エリア総合職から総合職へは本人の申出、人事面接・
評価等により転換が可能 
・総合職からエリア総合職へは本人の申出、人事面接等により転換が可能 

雇用保障 ・経済的理由等により限定された勤務地等が消滅した場合の人事上の取扱について就業規則等に定めなし 
・事業所閉鎖等の場合、他の勤務地等への配置転換で対応 

制度導入の目
的 

・従業員のニーズ、特にライフイベントと仕事の両立への対応 

メリット ・優秀な人材の確保・定着、女性管理者の増加 
・両立支援制度や一定の事情により異なる地域への異動の応募制度等との相乗効果による女性退職率の低下 

運用上の課題 ・エリア総合職への転換者の意識向上（旧来のように補助業務を担うのではなく、管理者を目指す意識付け） 
・コース転換について、ライフイベントのタイミングでの随時応募等柔軟な対応 

「多様な正社員」の導入企業の事例 

資料出所：厚生労働省「『多様な正社員』の普及・拡大のための有識者懇談会」の企業ヒアリング結果 9 



事例６  （旅行業、従業員1,000人～3,000人未満） 

概要 勤務地限定と職務限定の組み合わせによる制度を導入し、職務範囲を選択することにより外部要因による残業
や長期出張等の負担を軽減し、社員のニーズに対応している例 

社員区分 （正社員） 

○勤務地・職務に限定のない区分  （コース１） 

○勤務地に限定はなく、職務範囲の限定がある区分 （コース２） 

〇転居転勤がなく、職務範囲の限定がない区分 （コース３） 

〇転居転勤がなく、職務範囲の限定がある区分 （コース４） 

（正社員以外） 
○勤務場所限定、有期雇用 （契約社員） 

職務等限定の
定め 

・就業規則にコース別の職務範囲、勤務地限定を規定 

賃金等処遇 ・本給はコース別により異なり、他の給与は同じ（本給はコース１の100に比し、コース２・３は約90、コース４は約80） 

・社員区分による昇進の上限、スピード差はない 

転換制度 ・職務限定ありのコースから、なしのコースへの転換は、本人の申出等により判断。一定年齢まで１回限り可能
（逆も同じ） 
・転居転勤なしのコースから、ありのコースへの転換は、本人の申出等により判断。回数制限なし（逆も同じ） 

・契約社員から正社員への転換制度あり 

雇用保障 ・経済的理由等により限定された勤務地等が消滅した場合の人事上の取扱について就業規則等に定めなし 
・事業所閉鎖等の場合、他の勤務地への配置転換で対応 

制度導入の目
的 

・多様な価値観、働き方を尊重することにより、最大限の能力発揮を実現すること 

メリット ・社員のキャリアに対する志向や個別事情等、ニーズへの対応可 
（職務範囲を限定することで、外部要因による残業、長期の出張等が困難な社員の負担軽減） 

運用上の課題 ・育児介護休業法等法令に基づく配慮とコース選択の兼ね合い 

「多様な正社員」の導入企業の事例 

資料出所：厚生労働省「『多様な正社員』の普及・拡大のための有識者懇談会」の企業ヒアリング結果 10 



事例７  （飲食業、従業員3,000人以上） 

概要 勤務地限定の正社員制度を導入し、転勤困難な地域の人材による地域に根付いた店舗運営を図っている例 

社員区分 （正社員） 

○勤務地に限定のない区分  （全国職） 

○一定地域内で転居を伴う異動がある区分 （広域地域職） 

〇転居を伴わない異動がある区分 （地域職） 

（正社員以外） 
○勤務場所を1事業場に限定、有期雇用 （契約社員） 

職務等限定の
定め 

・就業規則に社員区分の勤務地限定等を規定 

賃金等処遇 ・賃金テーブルは社員区分により異なる（基本給は全国職100に比し、広域地域職は約90、地域職は約85） 
 このほか広域地域職、地域職には地域手当を支給 

・社員区分による昇進のスピード差はないが、異動範囲の性格上昇進の上限を設定 

転換制度 ・契約社員から正社員へ、上司の申請、面接等により転換が可能 
・広域地域職・地域職から全国職へ、一定の要件の下本人の申請、評価・面接等により転換が可能 
・全国職から広域地域職・地域職へ、本人の申請により転換が可能 

雇用保障 ・経済的理由等により限定された勤務地等が消滅した場合の人事上の取扱について就業規則等に定めなし 
・事業所閉鎖等の場合、他の勤務地への配置転換で対応 

制度導入の目
的 

・地域に根ざした店舗づくりを目指す。転勤困難な地域の優秀な人材の積極的な登用 
・地域での安定した生活基盤を維持したい社員のニーズへの対応 

メリット ・転居転勤がなく社員の生活が安定（転居転勤を理由とする退職者数の減少） 
・転勤困難な地域の人材による地域に根付いた店舗運営ができ、売上げ向上につながった 

運用上の課題 ・若年層の狭域勤務希望者の増加により、定員設定が必要となり、人事の全体最適配置が困難 
・契約社員の能力が相対的に高く、異動の有無のみにより設定した処遇等の基準の改善が必要（契約社員の正
社員化へ見直し） 

「多様な正社員」の導入企業の事例 

資料出所：厚生労働省「『多様な正社員』の普及・拡大のための有識者懇談会」の企業ヒアリング結果 11 



事例８  （小売業、従業員3,000人以上） 

概要 勤務場所固定による正社員制度を運用しているが、今後地域限定の正社員制度導入を検討 

社員区分 （正社員） 

○勤務地・職務に限定のない区分  （正社員） 

○勤務場所を固定する区分 （準社員） 

（正社員以外） 
○勤務場所限定、有期雇用 （パート等） 

職務等限定の
定め 

・就業規則に社員区分の勤務地限定等の規定はない 
・労働契約書に勤務場所を明示 

賃金等処遇 ・賃金テーブルは正社員と同じ。賞与について計算上年間１月分の差がある。 
 年収は正社員の約90％ 

転換制度 ・非正規雇用者から正社員へ、一定の要件の下本人の申出、上司の推薦、面接により転換が可能 
・準社員から正社員へ、本人の申出、上司の推薦、面接により転換が可能（実績はない） 

・正社員から準社員への転換制度がない（運用上は本人の申出により転換可能） 

雇用保障 ・経済的理由等により限定された勤務地等が消滅した場合の人事上の取扱について就業規則等に定めなし 
・事業所閉鎖等の場合、他の勤務地への配置転換で対応 

制度導入の目
的 

・能力の高い非正規雇用者の処遇改善、事業所毎の勤務地限定による定着率・モチベーションの向上 

メリット ・社員の定着率の向上 
・社員の収入の増、安定した雇用の確保 

運用上の課題 ・勤務場所固定の準社員が増加した場合、正社員の絶対数が少ない店舗での人事の硬直化 
・出店地域拡大に伴い、一定の地域内で異動する勤務地限定の正社員制度の導入 

「多様な正社員」の導入企業の事例 

資料出所：厚生労働省「『多様な正社員』の普及・拡大のための有識者懇談会」の企業ヒアリング結果 12 



図表５  労使団体ヒアリング 

事業者団体（一般社団法人 日本経済団体連合会） 労働者団体（日本労働組合総連合会） 

現
状
と
考
え
方 

○限定の無期社員の実態は極めて多様 

 ・一般職から発展してきたケース 

 ・総合職から分離してきたケース 

 ・有期契約社員のキャリアルートとして機能しているケース 

 

○労働契約法第18条（無期転換ルール）を踏まえ、今後、更に 

 複線化が進む可能性 

 ・有期契約社員を、現在運用されている限定の無期社員へ転 

 換するのではなく、現行有期契約の労働条件のまま無期化 

 することを検討しているケース 

 

○制度の普及が期待される 

 ・無期社員の多様な働き方の選択肢を広げること、また、有期 

  契約からより安定した雇用機会が増えることを期待 

 ・なお、普及に向けては、「限定正社員」は法的にはあくまで 

  「勤務地等が限定された無期契約」であることを明確化すべ 

  き 

○非正規労働者が抱える問題点 

 ・雇用が不安定である 

 ・処遇（賃金等）が低い 

 ・能力開発の機会が乏しい 

→「多様な正社員」が、非正規から正社員へとステップアップす 

 るための通過点として、労使の理解のもとに活用されるので 

 あれば、とくに問題はない 

 

○規制改革会議・雇用WG等での議論に対し、本音では、「解 

 雇しやすい正社員」を作り出す意図を持っているのではない 

 か、と懸念 

 

○その他にも、以下について懸念 

 ・「正社員」から、処遇をはじめとするキャリアを低下させるた 

  めの選択肢として悪用される懸念（＝キャリアのアップグレ 

  ードではなく、ダウングレードが行われる懸念）がある 

 ・「正社員」とは雇用保障の程度や処遇を異にする新たな格 

  差を生み出してしまい、それが固定化されかねない 

 ・非正規労働者の雇用安定のために本来目指されるべき 

  「正社員転換」の動きを阻害しかねない 

 ・「多様な正社員」が導入されると、整理解雇4要件がなし崩 

  し的に緩和されるおそれがある 

 

○働き方の多様化は、正社員の働き方を見直すことにより 

  行われるべき 

資料出所：厚生労働省「『多様な正社員』の普及・拡大のための有識者懇談会」ヒアリング資料をもとに事務局作成  13 



事業者団体（一般社団法人 日本経済団体連合会） 労働者団体（日本労働組合総連合会） 

賃
金
水
準
・処
遇 

○無限定と限定の無期社員間の処遇についてバランスの合 

 理性の範囲を示すことは不可能 

 ・現在、限定無期社員制度を導入している企業では、限定の項 

  目、限定の程度は多様。それに伴う処遇も千差万別 

  ＊仕事や人材活用が同じでも、時間外労働への協力等 

   を理由に処遇に差をつけることはありうる 

  ＊無期社員の中でも処遇の安定を重視する雇用区分と、 

   成果重視の雇用区分を設けて処遇に差をつけている企業 

   も 

 

○有期から無期への転換後の処遇のあり方を示すことは反対 

 ・有期社員から無期社員への転換に関して、労働契約法18条 

  は、転換後の労働条件は労使自治に委ねるという大前提に 

  創設された経緯 

 ・普及に向けた留意点を示す場合、この点を強調することが必 

  要 

 

○有期社員と限定無期社員の間の処遇については、労働契約 

 法20条の周知徹底を図ることが重要 

○賃金水準や処遇・昇進に差を設ける場合、「限定」の内容に 

 基づき合理的に説明できることが必要（＝均衡待遇） 

→「多様な正社員（限定正社員）」であることを理由として、賃金 

 水準や処遇等に不合理な差を設けてはならない（*） 

 

  （*）処遇に格差を設けないことを原則とする。格差を設ける 

    場合には合理性が必要 

労使団体ヒアリング 

14 資料出所：厚生労働省「『多様な正社員』の普及・拡大のための有識者懇談会」ヒアリング資料をもとに事務局作成  



事業者団体（一般社団法人 日本経済団体連合会） 労働者団体（日本労働組合総連合会） 

転
換
制
度 

○相互転換のあるべき方向性を示すことは反対 

 ・労働者の意向だけで相互転換を認めると事業運営が困難 

 ・転換は新規採用と同じ。転換の有無、条件等についても契約 

  自由の原則を尊重すべき 

  ＊【無限定→限定の転換】 

   ①経済のグローバル化で無限定の無期社員を確保するこ 

    との必要性が高まる 

   ②無限定の無期社員には、キャリアアップを期待して採用 

    時から賃金水準を高くしている企業も 

   ③企業は、育児や介護等家庭的な事情をもつ無期社員に 

    対し配置転換を配慮 

  ＊【限定→無限定の転換】 

   ①キャリアアップを一企業の中だけで実現しようとする考え 

    方への疑問 

   ②職種等を限定と無限定で完全に区分している企業では、 

    事実上転換は困難 

   ③限定の区分の中で、社員の能力伸長に応じたキャリアパ 

    スを用意。転換する必要性が小さい企業も 

○本人の同意が必要。とくに、「いわゆる正社員」から「多様な正 

 社員（限定正社員）」に転換する際、賃金等の引き下げを伴う 

 場合には労働条件の不利益変更として労働者本人の個別同 

 意が不可欠 

→会社から転換を執拗に迫られて同意せざるを得ない状況に追 

 い込まれることも想定されるため、真意に基づく同意取得がな 

 されるように、十分な労働者保護策がとられることが必要 

労使団体ヒアリング 

15 資料出所：厚生労働省「『多様な正社員』の普及・拡大のための有識者懇談会」ヒアリング資料をもとに事務局作成  



事業者団体（一般社団法人 日本経済団体連合会） 労働者団体（日本労働組合総連合会） 

労
働
条
件
の
明
示 

○労働条件の明示義務の強化は、勤務地等が消滅した場合の  

 使用者の雇用保障責任ルールの透明化とセットで 

 ・「配置転換の制限をかけること」と「当該勤務地等が消滅した 

  ときの使用者の雇用責任」との関係が明確に認識されていな 

  い（されない）可能性 

 ・企業実態に即した形で「契約概念」の普及促進を図ることが 

  課題 

 

○ただし、労働条件の限定の仕方は個別企業に委ねる 

 ・厳格な特定が困難なケース 

  ＊【職種限定】一般職の限定が難しいケース 

  ＊【勤務地限定】「自宅から通える範囲内」と限定している 

   ケース 

 

○契約変更時の労働条件の明示に関しては、変更には個別合 

 意が必要であることの周知のほうが重要 

 

○職種や勤務地を限定する場合、労働者にとっての明確性、納 

 得性等の確保が必要 

→①書面による明示、②限定された職種・勤務地が消滅した場 

 合の対応の明示（*）、等は最低限必要 

 

  （*）当然ながら、限定事由が消滅した場合においても、解雇 

    回避努力が尽くされるべき。それを前提に、いかなる対応 

    がとられることになるのか、可能な限り具体的に明示され 

    るべき 

労
使
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

○新しい社員制度を作るに当たり、制度設計は経営側が行うも 

 のだが、制度導入や変更に当たっては、労働組合等と協議し 

 て合意することが基本 

 

○一般論として、組合がない企業では従業員に説明し、テーマ 

 によっては同意をとるなど、適正な手続きの下で制度設計、変 

 更が行われている 

○労働者のライフスタイルや希望に応じた、ワーク・ライフ・バラ 

 ンスにも資する働き方として活用されるためには、その導入・ 

 運営にあたって労使間で十分なコミュニケーションがなされ、企 

 業の実態に即した形で、制度運営にかかる相互理解が醸成さ 

 れていることが不可欠（*） 

 

  （*）「労働条件の明示」・「賃金水準・処遇」・「転換制度」に 

    関する内容を決定し、それに基づく制度を運営するには、 

    労使であらかじめ合意されていることが必要 

労使団体ヒアリング 

16 資料出所：厚生労働省「『多様な正社員』の普及・拡大のための有識者懇談会」ヒアリング資料をもとに事務局作成  



事業者団体（一般社団法人 日本経済団体連合会） 労働者団体（日本労働組合総連合会） 

雇
用
保
障 

○無限定の無期社員と、限定の無期社員は、いずれも労働契約 

 法16条の適用を受けるが、司法判断には違いがある。現行通 

 達を法令に格上げする等、明確化の措置が必要 

  ・労働契約法18条の対応として、勤務地等が限定された有期 

   社員を、無期社員に転換することを検討する企業も少なくな 

   いと思われる 

  ・経営者は可能な限り国内雇用を維持しようという思いをもつ。 

   限定の無期契約であっても、特段何もなければ、実質65歳 

   まで雇用が保障されているという点に目を向けるべき 

○労働契約法第16条の見直しは不要（＝「多様な正社員（限定 

 正社員）の解雇ルール」の設定は不要） 

労使団体ヒアリング 

17 資料出所：厚生労働省「『多様な正社員』の普及・拡大のための有識者懇談会」ヒアリング資料をもとに事務局作成  



図表６  「多様な正社員」導入の目的   

企業アンケート調査では、多様な正社員」を導入する目的として、 

 ① 「優秀な人材を確保するため」、「従業員の定着を図るため」といった人材確保・定着の必要性 

 ② 「仕事と育児や介護の両立（ワーク・ライフ・バランス）支援のため」といった主として正社員の働き方の見直し 

   の必要性 

が多く挙げられている。 

21.3

12.4

3.9

4.7

5.1

6.4

7.6

9.4

18.1

23.7

38.5

43.3

27.2

3.7

1.5

1.5

7.4

7.4

12.5

11.0

25.7

44.1

33.1

40.4

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

不明

その他

従業員や労働組合等からの要望があったため

同業他社が正社員に複数の雇用区分を設けているため

臨時・季節的業務量の変化に対応するため

１日や週の中の仕事の繁閑に対応するため

非正社員からの転換を円滑化させるため

賃金以外の労務コストの節約のため

賃金の節約のため

仕事と育児や介護の両立（ワーク・ライフ・バランス）支援のため

従業員の定着を図るため

優秀な人材を確保するため

雇用区分が１の企業（N=136)

雇用区分が２以上の企業（N=917)

  制度を設けたいと考えている企業（N=136) 
  制度を設けている企業（N=917) 

資料出所：厚生労働省「『多様な形態による正社員』に関する研究会報告書」 18 



図表７   「多様な正社員」を導入していない理由   

企業アンケート調査では、「多様な正社員」制度を導入していない理由として、 

  ○ 「正社員は、そもそも多様な働き方が可能であるから」 

  ○ 「労務管理が複雑になるから」 

  ○ 「非正社員を積極に活用しているから」 

  ○ 「全事業所が転居を伴わない範囲内に立地しているから」 

といった意見が多く挙げられている。 

10.2

6.5

4.3

7.8

9.8

21.3

22.2

31.1

52.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

不明

その他

複数区分を設けたいが、その導入方法・運用方法に関する
ノウハウがないから

従業員や労働組合等からの要望がないから

仕事の範囲が１つしかないから

全事業所が転居を伴わない範囲内に立地しているから

非正社員を積極的に活用しているから

労務管理が煩雑になるから

正社員は、そもそも多様な働き方が可能であるから

N=1055
(企業数）

資料出所：厚生労働省「『多様な形態による正社員』に関する研究会報告書」 19 



52.4% 
47.6% 

職務限定の雇用区分の運用実態  

就業規則や労働契約で、仕事

の範囲を限定している 

就業規則や労働契約で、仕事

の範囲を限定していないが、実

際の範囲は限定されている 

（雇用区分数合計＝1,314） 

資料出所：「多様な形態による正社員」に関する研究会報告書（平成24年3月） 
      企業アンケート調査結果（※）概要より厚生労働省職業安定局派遣･有期労働対策部企画課にて集計 

（※）参考 アンケート回答企業：正社員300人以上の企業1,987社 
       回答企業に、雇用区分を各社３つまで挙げてもらい（回答のあった雇用区分合計＝3,245）、そのうち何らかの職務限定又は勤務 
       地限定がみられたものについて集計した。 

12.1% 

18.8% 

23.8% 

45.4% 

勤務地限定の雇用区分の運用実態  

就業規則や労働契約で、勤

務地を「採用時の勤務地の

み」に限定 

就業規則や労働契約で、勤

務地を「転居を伴わない地

域への異動」に限定 

就業規則や労働契約での

限定はないが、実際には異

動がない 

就業規則や労働契約での

限定はないが、実際には

「転居を伴わない地域への

異動」のみがある 

（雇用区分数合計＝1,642） 

図表８   職務・勤務地限定の雇用区分に関する運用実態 

20 



◯ 企業アンケートの結果では、「いわゆる正社員」の賃金を100としたときの「多様な正社員」全体の賃金水準は、 

 「80～90未満」との回答が約25％と最も多い。 

     限定の区分別にみると、どの区分でも「80～90未満」との回答が最も多いが、「勤務地限定」では「90～100未 

 満」との回答が約22%と他に比較して多い。 

図表９  いわゆる正社員と多様な正社員の賃金水準の差 

資料出所：厚生労働省「『多様な形態による正社員』に関する研究会報告書」（企業アンケート調査結果） 
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多様な正社員全体（N=957）

職種限定あり（N=792）

労働時間限定Aあり（N=67)

労働時間限定Bあり（N=59）

勤務地限定あり（N=406)

（％）
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9.9
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15.7
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いわゆる正社員

(N=2028)

多様な正社員

(N=2795)

基幹的非正社員

(N=1712)

その他非正社員

(N=1002)

仕事の範囲が限定され

ていない正社員と同様の

水準

仕事の範囲が限定され

ていない正社員と比べ、

1割程度低い水準

仕事の範囲が限定され

ていない正社員と比べ、

2割程度低い水準

仕事の範囲が限定され

ていない正社員と比べ、

3割程度以上低い水準

その他

不明

43.1
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19.7
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る正社員と同様の水準

遠方への転勤がありう

る正社員と比べ、1割程

度低い水準

遠方への転勤がありう

る正社員と比べ、2割程

度低い水準

遠方への転勤がありう

る正社員と比べ、3割程

度以上低い水準

その他

不明

37.6

42.9

30.1

23.5

21.5

20.8

21.7

24.3

22.1

19.6

21.3

18.9

13.0

9.3

16.8

22.7
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3.1
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4.1
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4.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いわゆる正社員

(N=2028)

多様な正社員

(N=2795)

基幹的非正社員

(N=1712)

その他非正社員

(N=1002)

労働日数・労働時間が限

定されていない正社員と同

様の水準

労働日数・労働時間が限

定されていない正社員と比

べ、1割程度低い水準

労働日数・労働時間が限

定されていない正社員と比

べ、2割程度低い水準

労働日数・労働時間が限

定されていない正社員と比

べ、3割程度以上低い水準

その他

不明

◯ 従業員アンケート調査結果では、許容し得る時間当たりの給与水準の差について 

 ・ 「多様な正社員」の雇用区分では､「いわゆる正社員」と同水準が約４割と最も多いが、１割程度低い水準 

 又は２割程度低い水準と答えた割合を含めると約８割～９割を占める。   

図表１０  限定正社員として働く場合の許容し得る時間当たりの給与水準の差 

 勤務地限定正社員として働く場合 

 職務限定正社員として働く場合 時間限定正社員として働く場合 

資料出所：厚生労働省「『多様な形態による正社員』に関する研究会報告書」（従業員アンケート調査結果） 22 



◯ 企業アンケート調査結果では、昇進・昇格の「上限あり」について 

 ・「多様な正社員」全体で約５割、うち「勤務地限定あり」の場合で約６割を占める 

図表１１  いわゆる正社員と多様な正社員の昇進･昇格の上限 
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24.3
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71.5

4.4
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

多
様
な
正
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い
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ゆ
る
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60
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上限あり

上限なし

不明

61.0

33.1

47.4

48.6

34.9

60.0

47.4

46.8

4.2

6.9

5.3

4.6

0 20 40 60 80 100

勤務地限定あり
（N=505）

労働時間限定Bあり
（N=130)

労働時間限定Aあり
（N=76）

職種限定あり
（N=1314）

上限あり

上限なし

不明

(%)

 昇進できる管理的ポジションの上限の有無 

 昇進できる管理的ポジションの上限の有無（多様な正社員の内訳） 

資料出所：厚生労働省「『多様な形態による正社員』に関する研究会報告書」（企業アンケート調査結果） 23 



（資料出所）厚生労働省「H23有期労働契約に関する実態調査（事業所調査）」 
        厚生労働省「H23パートタイム労働者総合実態調査（事業所調査）」 
        厚生労働省「H24派遣労働者実態調査」 
      注）「パート」：正社員以外の労働者でパートタイマー、アルバイト、準社員、嘱託、臨時社員などの名称にかかわらず、1週間の所定労働時間が 
              正社員よりも 短い労働者 
         「有期」：直接雇用している労働者であって、例えば3ヶ月や1年など、労働契約期間に定めのある者（「パート」「アルバイト」「契約社員」「期間 
             工」等の 名称を問わない。） 

○ 有期契約労働者を正社員に転換する制度を導入している事業所は約５割、パートタイム労働者は約４割、派遣労働者は
約１割 

○ 有期契約労働者や派遣労働者から正社員への転換制度を導入している事業所のうち、実際に正社員転換をした実績の 

 ある事業所は、有期契約労働者は約４割、派遣労働者は約１割  

（％） （％） 

※ パートは、把握していない。 

正社員転換制度を導入している事業所の割合 

図表１２  非正規雇用の労働者から正社員への転換制度について  
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正社員転換制度を導入している事業所のうち、実際
に正社員転換の実績がある事業所の割合 



資料出所：（独）労働政策研究・研修機構（ＪＩＬＰＴ）  「高年齢社員や有期契約社員の法改正後の活用状況に関する調査」結果（調査シリーズ No.122）     

○ 改正労働契約法に基づく無期転換ルールへの対応について、有期契約を無期契約にする意向があるとす
る企業が、どのような形で無期契約にするか回答した結果をみると、 

  ・ フルタイム契約労働者及びパートタイム契約労働者とも、「（新たな区分は設けず）各人の有期  
   契約当時の業務・責任、労働条件のまま、契約だけ無期へ移行させる」割合がもっとも多い 
    （それぞれ33.0％、42.0％） 
  ・ 次に、フルタイム契約労働者では「既存の正社員区分に転換する」（25.9％）、パートタイム契約 
   労働者では「正社員以外の既存の無期契約区分に転換する」（16.2％）の順に多い 
  ・ 正社員以外の無期契約区分を活用する割合は、既存・新設を合わせてフルタイム契約労働者 
   で25.0％、パートタイム契約労働者では26.7％。 

図表１３  改正労働契約法に基づき通算５年超の有期契約労働者の無期転換について 

10.7% 

既存の正社員区分に転換す

る,25.9% 

16.2% 

正社員以外の既存の無期契

約区分に転換する,14.9% 

10.5% 

正社員以外の新たな無期契

約区分を設置する,10.1% 

42.0% 

有期契約当時の業務・労働条

件のまま、契約だけ無期, 

33.0% 

15.7% 

分からない（具体的には未だ

考えていない）,13.3% 

4.3% 

無回答,2.0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

パートタイム契約労働者 
 

フルタイム契約労働者 
 （n=無期契約に転換する

意向がある企業1,829社） 

（n=無期契約に転換する
意向がある企業1,499社） 
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○ 「多様な正社員」から「いわゆる正社員」への転換制度について、制度有りとする企業は約７割で、 
 「従業員本人の希望に基づいて転換できる制度がある」との回答が最も多い。 

図表１４  「多様な正社員」から「いわゆる正社員」への転換制度 
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％
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※いわゆる正社員区分が１以上で
多様な正社員区分を１持つ企業のみ
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つ企業のみ

（％） 
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区
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別 

注） 
「労働時間限定Ａ」 
‥‥所定労働時間が、 
   同一企業における 
   他の雇用区分に比 
   べ、相対的に短い 
「労働時間限定Ｂ」 
‥‥就業規則や労働契 
   約で、所定外労働を 
   行うこともあると定め 
   ていない 

資料出所：厚生労働省「『多様な形態による正社員』に関する研究会報告書」（企業アンケート調査結果） 26 



○ 「多様な正社員」から「いわゆる正社員」への転換の条件として、 「上司による推薦があること」が最も多く、 
 「仕事内容や職種の変更に応じられること」、「転換のための選考に合格すること」が２割を超える。 

図表１５  「多様な正社員」から「いわゆる正社員」への転換の条件 
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転居を伴う異動に応じられること

自社において一定の勤続年数があること

転換後の区分に求められる勤務時間をこなせること

転換制度への応募回数が一定以下であること

転換後に担当する仕事の範囲に必要な免許・資格を保有していること

その他

不明

(%)

N=423
※多様な正社員区分を１、いわゆる正社員区分を
１以上持っており、雇用区分間の転換制度がある
企業のみ（Nは雇用区分数）

資料出所：厚生労働省「『多様な形態による正社員』に関する研究会報告書」（企業アンケート調査結果） 27 



○ 「いわゆる正社員」から「多様な正社員」への転換制度について、 制度有りとする企業は約７割で、 
  「従業員本人の希望に基づいて転換できる制度がある」との回答が最も多い。 

図表１６  「いわゆる正社員」から「多様な正社員」への転換制度の有無 

（％） 

全 
 
体 

限
定
の
区
分
別 

4.6

26.6

36.0

48.2

0 10 20 30 40 50 60

不明

いずれの制度もない

人事異動や企業側からの申入れ
に基づいて転換できる制度がある

従業員本人の希望に基づいて
転換できる制度がある

％
N=951
※いわゆる正社員区分が１で
多様な正社員区分を１以上持つ企業のみ

40.2

43.2

10.5

48.2

48.6

63.2

65.2
15.5

1.3

2.7

0.0

3.0

36.0

27.0

27.1

31.6

0 10 20 30 40 50 60 70

職種限定あり
(N=398)

労働時間限定Aあり
(N=37)

労働時間限定Bあり
（N=19)

勤務地限定あり
（N=264）

人事異動や企業側から
の申入れに基づいて転換
できる制度がある

従業員本人の希望に基
づいて転換できる制度が
ある

いずれの制度もない

不明

※いわゆる正社員区分が１で
多様な正社員区分を１以上持
つ企業のみ

（％） 

資料出所：厚生労働省「『多様な形態による正社員』に関する研究会報告書」（企業アンケート調査結果） 28 



○ 「いわゆる正社員」から「多様な正社員」への転換条件として、 「上司による推薦があること」が最も多く、 
  「転換のための選考に合格すること」 、「仕事内容や職種の変更に応じられること」の順に多い。 

図表１７  「いわゆる正社員」から「多様な正社員」への転換の条件 

34.8

22.7

22.1

21.1

17.5

15.9

13.0

8.3

5.1

5.4

9.8

9.8

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

上司による推薦があること

転換のための選考（面接や筆記試験等）に合格すること

仕事内容や職種の変更に応じられること

転換後に担当する仕事の範囲に必要なスキルがあること

自社での勤務成績が基準を満たすこと

転居を伴う異動に応じられること

自社において一定の勤続年数があること

転換後の区分に求められる勤務時間をこなせること

転換後に担当する仕事の範囲に必要な免許・資格を保有していること

転換制度への応募回数が一定以下であること

その他

不明

資料出所：厚生労働省「『多様な形態による正社員』に関する研究会報告書」（企業アンケート調査結果） 29 



○ 教育訓練の方針について、 
  ・ 「いわゆる正社員」区分では、「長期的な視点から、計画的に幅広い能力を習得させる(54.6%)」 
  ・ 「多様な正社員」区分では、「業務の必要に応じてその都度、能力を習得させる （38.6%）」 
 が最も多い。 

図表１８  教育訓練の方針について 

3.0

2.7

1.2

10.0

20.4

38.6

31.0

1.4

1.5

0.4

2.9

13.2

32.9

54.6

0 10 20 30 40 50 60

不明

即戦力を採用するので、
能力開発は特に考えていない

簡単な仕事を任せるので、
能力開発は特に考えていない

定型的な業務をこなせる程度に、
能力を習得させる

長期的な視点から、
計画的に特定の能力を習得させる

業務の必要に応じてその都度、
能力を習得させる

長期的な視点から、
計画的に幅広い能力を習得させる

いわゆる正社員
（N=1602）

多様な正社員
（N=1547)

(%)

資料出所：厚生労働省「『多様な形態による正社員』に関する研究会報告書」（企業アンケート調査結果） 30 



◯ 企業アンケート調査結果では、事業所閉鎖等の際の人事上の取扱いについて 

 ・ 「多様な正社員」の雇用区分では､「労働契約や就業規則に定めている」との回答は約３割 

   また、勤務地限定区分を持つ企業のうち、複数事業所を有する企業で「定めている」との回答は約３７％  

図表１９  事業所閉鎖時の人事上の取扱い  

 事業所閉鎖時の人事上の取扱い 

 事業所閉鎖時の人事上の取扱い（限定の種類別） 事業所数別、事業所閉鎖時の人事上の取扱い（勤務地限定のみ） 
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4.1
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多様な正社員
（N=1547）

いわゆる正社員
（N=1602）

定めている
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不明

35.6

23.1

40.8

33.6

60.8

71.5

52.6

61.6

3.6

5.4

6.6

4.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

勤務地限定あり
（N=505）

労働時間限定Bあり
（N=130）

労働時間限定Aあり
（N=76）

職種限定あり
（N=1314）

定めている

定めていない

不要

26.5

36.9

70.6

59.7

2.9

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

単独事業所
（N=69)

複数事業所
（N=710)

定めている

定めていない

不明

＊ 労働時間限定Ａは、
所定労働時間が相対的
に短い 
 
＊ 労働時間限定Bは、

就業規則等で所定外労
働を行うことを定めてい
ない 
 

＊ 勤務地限定は、転
居を伴わない地域への
異動に限定 

資料出所：厚生労働省「『多様な形態による正社員』に関する研究会報告書」（企業アンケート調査結果） 31 



    

職務限定・勤務地限定の別 
裁判所に
よる限定
性の判断
について
明示・黙示 
の区分 

限定性の判断要素 
限定性が解雇の効力の判断に及ぼす影響の態様 

（４要件・４要素に沿っているか） 

職務限定又は
勤務地限定 

内容 判断要素 

（１）総論 
  判断枠組み 
（４要件・４要素に沿っ
ているか） 

（２）人員削減の必要性 
 
※ 限定性を人員削減
の必要性を裏付ける要
素として考慮するもの 

（3）解雇回避努力 

（４）人選の合理性 
 
※ 限定性を人選の合
理性を裏付ける要素と
して考慮するもの 

（５）端的に解雇の合理
性を裏付ける結論に結
びつけているもの 
 
※ ４要件・４要素を実
質的に検討しないと解
しうるもの 

1 
米軍立川基地事件・東京地
判昭和53・12・1 

職務  
従業員管理関係調整
職６等級 

黙示 
就労実態（特定業務
に従事） 

解雇事由の存否に基づ
き判断 

  
①配転等を検討すべき
範囲を限定 

    

2 
住友重機玉島製造所事件・
岡山地決昭和54・7・31 

職務 木型作業 黙示 
就労実態（特定業務
に従事） 

整理解雇法理   
④職種転換のための教
育訓練等の努力を求め
る 

    

3 
東洋酸素事件・東京高判昭
和54・10・29 

職務 
工場（アセチレン部門）
の現業職 

黙示 
就労実態（特定業務
に従事） 

整理解雇法理   
①配転等を検討すべき
範囲を限定 

    

4 
佐伯学園事件・福岡高判昭
和56・11・26 

職務 電気科の専任教員 黙示   
整理解雇法理の要素を
含むが、これと異なる
枠組みとも解しうる枠組 

○ 
①配転等を検討すべき
範囲を限定 

○   

5 
千代田化工建設（本訴）事
件・横浜地判平成4・3・26 

職務 （川崎工場の）溶接工 黙示 
就労実態（特定業務
に従事） 

整理解雇法理の要素を
含むが、これと異なる
枠組みとも解しうる枠組 

  
④職種転換のための教
育訓練等の努力を求め
る 

    

6 
ザ・チェース・マンハッタン銀
行事件・東京地判平成4・3・
27 

職務 
リース事業部門のゼ
ネラルマネージャー 

明示 採用経緯（採用動機） 
解雇権濫用の有無で判
断 

      ○ 

7 
觀智院事件・京都地決平成
5・11・15 

職務 拝観業務従事者 黙示 
就労実態（特定業務
に従事） 

解雇権濫用の有無で判
断 

  
②限定性により配転等
の解雇回避努力が限
定されるわけではない 

    

8 
スカンジナビア航空事件・東
京地決平成7・4・13 

職務、勤務地   明示 契約書等の記載 
整理解雇法理の要素を
含むが、これと異なる
枠組みとも解しうる枠組 

        

9 

ナショナル・ウエストミンス
ター銀行（第一次仮処分異議
申立）事件・東京地決平成
10・8・17 

職務 
トレードファイナンス部
門のアシスタントマ
ネージャー 

黙示 
就労実態（特定業務
に従事、配転・異
動） 

整理解雇法理 ○   ○   

10 
ナショナル・ウエストミンス
ター銀行（第二次仮処分）事
件・東京地決平成11・1・29 

職務 
トレードファイナンス部
門のアシスタントマ
ネージャー 

黙示 

採用経緯（採用動
機） 
就労実態（配転・異
動） 

整理解雇法理の要素を
含むが、これと異なる
枠組みとも解しうる枠組 

  
②限定性により配転等
の解雇回避努力が限
定されるわけではない 

    

図表２０  ＪＩＬＰＴ「多様な正社員に関する解雇判例の分析」  整理表 【整理解雇】 

資料出所：（独）労働政策研究・研修機構（細川良・山本陽大研究員）における「多様な正社員に関する解雇判例の収集・分析」結果から作成したもの 
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職務限定・勤務地限定の別 
裁判所に
よる限定
性の判断
について
明示・黙示
の区分 

限定性の判断要素 
限定性が解雇の効力の判断に及ぼす影響の態様 

（４要件・４要素に沿っているか） 

職務限定又は
勤務地限定 

内容 判断要素 

（１）総論 
  判断枠組み 
（４要件・４要素に沿っ
ているか） 

（２）人員削減の必要性 
 
※ 限定性を人員削減
の必要性を裏付ける要
素として考慮するもの 

（3）解雇回避努力 

（４）人選の合理性 
 
※ 限定性を人選の合
理性を裏付ける要素と
して考慮するもの 

（５）端的に解雇の合理
性を裏付ける結論に結
びつけているもの 
 
※ ４要件・４要素を実
質的に検討しないと解
しうるもの 

11 
全日本海員組合事件・東京
地判平成11・3・26 

職務 運転士 明示 
契約書等の記載 
就労実態（特定業務
に従事） 

整理解雇法理の要素を
含むが、これと異なる
枠組みとも解しうる枠組 

  
②限定性により配転等
の解雇回避努力が限
定されるわけではない 

    

12 
角川文化振興財団事件・東
京地決平成11・11・29 

職務 姓氏大辞典編纂業務 明示 採用経緯（採用動機） 整理解雇法理       ○ 

13 
ナショナル・ウエストミンス
ター銀行(第三次仮処分)事
件・東京地決平成12・1・21 

職務 
トレードファイナンス部
門のアシスタントマ
ネージャー 

黙示 

就労実態（特定業務
に従事） 
就労実態（配転・異
動） 

整理解雇法理の要素を
含むが、これと異なる
枠組みとも解しうる枠組 

○   ○   

14 
峰運輸事件・大阪地判平成
12・1・21 

職務 トラック運転手 明示   
解雇事由の存否に基づ
き判断 

  
②限定性により配転等
の解雇回避努力が限
定されるわけではない 

    

15 
広川書店事件・東京地決平
成12・2・29 

勤務地 長野分室 黙示 

採用経緯（採用権
者） 
就労実態（特定業務
に従事） 
労働者の私的事情 

整理解雇法理   
②限定性により配転等
の解雇回避努力が限
定されるわけではない 

    

16 
シンガポール・デベロップメン
ト銀行（仮処分異議申立）事
件・大阪地決平成12・5・22 

勤務地 大阪支店 明示 

採用経緯（採用権者、
募集の範囲、中途
採用） 
契約書等の記載 
就労実態（特定業務
に従事） 

整理解雇法理   
③希望退職募集の範
囲を限定 

    

17 
シンガポール・デベロップメン
ト銀行（本訴）事件・大阪地判
平成12・6・23 

勤務地 大阪支店 黙示 

採用経緯（採用権
者） 
就労実態（特定業務
に従事） 

整理解雇法理   
②限定性により配転等
の解雇回避努力が限
定されるわけではない 

    

18 
ワキタ（本訴）事件・大阪地判
平成12・12・1 

職務 英文タイピスト 黙示 
就労実態（特定業務
に従事） 

整理解雇法理   
②限定性により配転等
の解雇回避努力が限
定されるわけではない 

    

19 
ミニット・ジャパン事件・岡山
地倉敷支決平成13・5・22 

職務、勤務地 
岡山地区のスーパー
バイザー 

黙示 
就労実態（配転・異
動） 

整理解雇法理   
①配転等を検討すべき
範囲を限定 

    

ＪＩＬＰＴ「多様な正社員に関する解雇判例の分析」  整理表 【整理解雇】 

資料出所：（独）労働政策研究・研修機構（細川良・山本陽大研究員）における「多様な正社員に関する解雇判例の収集・分析」結果から作成したもの 
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職務限定・勤務地限定の別 
裁判所に
よる限定
性の判断
について
明示・黙示
の区分 

限定性の判断要素 
限定性が解雇の効力の判断に及ぼす影響の態様 

（４要件・４要素に沿っているか） 

職務限定又は
勤務地限定 

内容 判断要素 

（１）総論 
  判断枠組み 
（４要件・４要素に沿っ
ているか） 

（２）人員削減の必要性 
 
※ 限定性を人員削減
の必要性を裏付ける要
素として考慮するもの 

（3）解雇回避努力 

（４）人選の合理性 
 
※ 限定性を人選の合
理性を裏付ける要素と
して考慮するもの 

（５）端的に解雇の合理
性を裏付ける結論に結
びつけているもの 
 
※ ４要件・４要素を実
質的に検討しないと解
しうるもの 

20 
厚木プラスチック関東工場事
件・前橋地判平成14・3・1 

職務、勤務地 
関東工場 
１日３時間４５分勤務
のパートタイマー 

職務黙示、 
勤務地明
示 

採用経緯 
就労実態（職種の位
置付け） 
労働者の私的事情 

整理解雇法理         

21 
鐘淵化学工業（東北営業所）
事件・仙台地決平成14・8・26 

勤務地 東北地区 明示 契約書等の記載 整理解雇法理   

②限定性により配転等
の解雇回避努力が限
定されるわけではない 
④職種転換のための教
育訓練等の努力を求め
る 
⑤勤務地・職務が消滅
した場合に、当該地域
における雇用維持努力
を求める 

    

22 
東洋印刷事件・東京地判平
成14・9・30 

職務 
営業補佐 
電算室での職務 

黙示 
就労実態（特定業務
に従事） 

整理解雇法理   
④職種転換のための教
育訓練等の努力を求め
る 

    

23 
東洋水産川崎工場事件・横
浜地川崎支決平成14・12・27 

勤務地 川崎工場 明示 

採用経緯（採用権
者） 
契約書等の記載 
就労実態（配置・異
動、他職種との相
違） 

整理解雇法理   
②限定性により配転等
の解雇回避努力が限
定されるわけではない 

    

24 
大誠電機工業事件・大阪高
判平成15・1・28 

職務 電車車両の誘導業務 黙示 
就労実態（職種の位
置づけ） 

整理解雇法理     ○   

25 
東北住電装事件・長野地上
田支決平成15・11・18 

勤務地 信州工場 黙示 
採用経緯 
契約書等の記載 

整理解雇法理   

⑤勤務地・職務が消滅
した場合に、当該地域
における雇用維持努力
を求める 

    

26 
パソナ（ヨドバシカメラ）事件・
大阪地判平成16・6・9 

職務、勤務地 
ヨドバシカメラ大阪駅
前 
商品販売業務 

明示 採用経緯（採用動機） その他       ○ 

ＪＩＬＰＴ「多様な正社員に関する解雇判例の分析」  整理表 【整理解雇】 

資料出所：（独）労働政策研究・研修機構（細川良・山本陽大研究員）における「多様な正社員に関する解雇判例の収集・分析」結果から作成したもの 
34 



    

職務限定・勤務地限定の別 
裁判所に
よる限定
性の判断
について
明示・黙示
の区分 

限定性の判断要素 
限定性が解雇の効力の判断に及ぼす影響の態様 

（４要件・４要素に沿っているか） 

職務限定又は
勤務地限定 

内容 判断要素 

（１）総論 
  判断枠組み 
（４要件・４要素に沿っ
ているか） 

（２）人員削減の必要性 
 
※ 限定性を人員削減
の必要性を裏付ける要
素として考慮するもの 

（3）解雇回避努力 

（４）人選の合理性 
 
※ 限定性を人選の合
理性を裏付ける要素と
して考慮するもの 

（５）端的に解雇の合理
性を裏付ける結論に結
びつけているもの 
 
※ ４要件・４要素を実
質的に検討しないと解
しうるもの 

27 
東光パッケージ事件・大阪地
決平成17・5・12 

職務 
デザイン室のデザイ
ナー 

明示 
採用経緯（職歴、採
用動機） 
就労実態（特定業務） 

整理解雇法理   
②限定性により配転等
の解雇回避努力が限
定されるわけではない 

    

28 
大隈事件・東京地判平成23・
2・7 

職務、勤務地 

接客・販売業務 
品川駅東店 
（コンビニのアルバイト
店員） 

明示 
採用経緯（採用権
者） 
契約書等の記載 

整理解雇法理   
②限定性により配転等
の解雇回避努力が限
定されるわけではない 

    

29 
全国農業協同組合連合会事
件・宇都宮地決平成23・3・30 

職務、勤務地 
家庭薬配置事業 
栃木県本部の配置薬
センター 

黙示 

就労実態（配転・異
動、職種の位置づ
け、他職種との賃金
等の相違） 

整理解雇法理 ○       

30 
フェイス事件・東京地判平成
23・8・17 

職務 中国現地法人の社長 明示 
採用経緯（採用動機） 
就労実態（高処遇） 

解雇権濫用の有無で判
断 

      ○ 

31 
トムス事件・札幌地判平成
24・2・20 

職務 営業事務職 黙示   
解雇事由の存否に基づ
き判断 

        

32 
クレディ・スイス事件・東京地
判平成24・4・20 

職務 債券本部ディレクター 黙示 契約書等の記載 整理解雇法理         

33 
学校法人村上学園事件・大
阪地判平成24・11・9 

職務 
短大の健康福祉学科
の教授 

明示 

採用経緯（採用動
機） 
契約書等の記載 
就労実態（配転・異
動） 

整理解雇法理   
①配転等を検討すべき
範囲を限定 

○   

34 
VICTORSPORTS事件・大阪
地判平成25.3.8 

- A営業所 － 
就労実態（特定業務
に従事） 

整理解雇法理         

35 
PwCフィナンシャル・アドバイ
ザー・サービス事件・東京地
判平成15・9・25 

職務 IB部門のマネージャー 黙示 
採用経緯 
就労実態（配転・異
動） 

整理解雇法理         

ＪＩＬＰＴ「多様な正社員に関する解雇判例の分析」  整理表 【整理解雇】 

資料出所：（独）労働政策研究・研修機構（細川良・山本陽大研究員）における「多様な正社員に関する解雇判例の収集・分析」結果から作成したもの 
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ＪＩＬＰＴ「多様な正社員に関する解雇判例の分析」  整理表 【能力不足解雇】 

    

職務限定・勤務地限定の別 

裁判所に
よる限定
性の判断
について
明示・黙示
の区分 

限定性の判断要素 限定性が解雇の効力の判断に及ぼす影響の態様 

職務限定又は
勤務地限定 

内容 判断要素 

（１）総論 
  判断枠組み 
 
※能力不足解雇について
の判断枠組みを示したも
の 

(2)解雇事由該当性判断 
 
※職務に求められる能力
（期待）に即して、就業規
則上の解雇事由該当性を
労働者側に厳しく判断する
もの 

（３）試用期間中の解雇 
 
※ 適格性の審査のため
に試用期間を置くこと、広
い解約権を留保することを
正当化 

（４）解雇回避努力義務 
 

36 
帝国興信所事件・神戸地判
昭和55・3・27 

職務  興信所調査員 明示 
採用経緯（採用試験） 
就労実態（賃金制度等の相違） 

  ○     

37 
EC駐日代表部本採用拒否第
一審判決・東京高判昭和58・
12・14 

職務 
広報部報道室のAラン
ク職員 

黙示 その他     ○   

38 
フォード自動車事件・東京高
判昭和59・3・30 

職務 人事本部長 明示 

採用経緯（学歴・職歴・能力、採
用動機、期待能力に関する労働
者の認識、中途採用、高処遇の
約束） 
請求形式（特定の地位の確認） 

  ○   
①他職種への配転や降格
を不要と判断 

39 
アド建設設計事務所・東京地
判昭和62・3・30 

職務 
技術部長（構造設計全
般、現場監理、積算全
体） 

黙示 
採用経緯（学歴・職歴・能力、労
働者側の説明） 

  ○     

40 
持田製薬事件・東京高決昭
和63・2・22 

職務 マーケティング部長 明示 

採用経緯（採用動機、期待能力
に関する労働者の認識、高処遇
の約束） 
就労実態（高処遇） 

  ○   
①他職種への配転や降格
を不要と判断 

41 
横浜米海軍基地事件・横浜
地判平成3・8・1 

職務 

エンジニアリング専門
職（電気６級） 
在日米軍事案 
 

明示 

採用経緯（学歴・職歴・能力、募
集広告、期待能力に関する労働
者の認識） 
人事制度の態様 

        

42 
エイゼットローブ事件・大阪地
決平成3・11・29 

職務 営業課員 黙示 
採用経緯（学歴・職歴・能力、中
途採用、労働者側の説明、高処
遇の約束） 

  ○     

43 
禁野産業事件・大阪地判平
成11・3・26 

職務 ビルの管理人 明示     ○   
①他職種への配転や降格
を不可能と判断 

44 
北海道龍谷学園事件（旧：小
樽双葉女子学園事件）・札幌
高判平成11・7・9 

職務 保健体育の教諭 明示         
①他職種への配転や降格
を不可能と判断 

資料出所：（独）労働政策研究・研修機構（細川良・山本陽大研究員）における「多様な正社員に関する解雇判例の収集・分析」結果から作成したもの 
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ＪＩＬＰＴ「多様な正社員に関する解雇判例の分析」  整理表 【能力不足解雇】 

    

職務限定・勤務地限定の別 

裁判所に
よる限定
性の判断
について
明示・黙示
の区分 

限定性の判断要素 限定性が解雇の効力の判断に及ぼす影響の態様 

職務限定又は
勤務地限定 

内容 判断要素 

（１）総論 
  判断枠組み 
 
※能力不足解雇について
の判断枠組みを示したも
の 

(2)解雇事由該当性判断 
 
※職務に求められる能力
（期待）に即して、就業規
則上の解雇事由該当性を
労働者側に厳しく判断する
もの 

（３）試用期間中の解雇 
 
※ 適格性の審査のため
に試用期間を置くこと、広
い解約権を留保することを
正当化 

（４）解雇回避努力義務 
 

45 
日本エマソン事件・東京地判
平成11・12・15 

職務 システムエンジニア 黙示 
採用経緯（採用動機、労働者側
の説明） 
就労実態（高処遇） 

  ○     

46 
プラウドフットジャパン事件・
東京地判平成12・4・26 

職務 
インスタレーションスペ
シャリスト 

黙示     ○     

47 
全日本空輸（退職強要）事
件・大阪高判平成13・3・14 

職務 客室乗務員 明示         
解雇回避努力の判断は限
定されない（労災事案） 

48 
朝日新聞社事件・大阪地判
平成13・3・30 

職務 歯科医師 黙示         
①他職種への配転や降格
を不可能と判断 

49 
中川工業事件・大阪地決平
成14・4・10 

職務 
     - 
 
※製缶溶接組立工 

―           

50 
ヒロセ電機事件・東京地判平
成14・10・22 

職務 
品質管理部海外顧客
担当・主事一級 

黙示 
採用経緯（学歴・職歴・能力、募
集広告、採用動機、中途採用） 

      
①他職種への配転や降格
を不要 
②教育訓練等を不要 

51 
自警会警察病院事件・東京
地判平成15・11・10 

職務 臨床医 黙示     ○   
③事前の注意・指導・警告
を不要 

52 
日水コン事件・東京地判平成
15・12・22 

職務 システムエンジニア 黙示 

採用経緯（学歴・職歴・能力、採
用動機、中途採用、労働者側の
説明） 
その他 

  ○     

53 
横浜市学校保健会（歯科衛
生士）事件・東京高判平成
17・1・19 

職務 
巡回指導を行う歯科
衛生士 

明示     ○     

資料出所：（独）労働政策研究・研修機構（細川良・山本陽大研究員）における「多様な正社員に関する解雇判例の収集・分析」結果から作成したもの 
37 



ＪＩＬＰＴ「多様な正社員に関する解雇判例の分析」  整理表 【能力不足解雇】 

    

職務限定・勤務地限定の別 

裁判所に
よる限定
性の判断
について
明示・黙示
の区分 

限定性の判断要素 限定性が解雇の効力の判断に及ぼす影響の態様 

職務限定又は
勤務地限定 

内容 判断要素 

（１）総論 
  判断枠組み 
 
※能力不足解雇について
の判断枠組みを示したも
の 

(2)解雇事由該当性判断 
 
※職務に求められる能力
（期待）に即して、就業規
則上の解雇事由該当性を
労働者側に厳しく判断する
もの 

（３）試用期間中の解雇 
 
※ 適格性の審査のため
に試用期間を置くこと、広
い解約権を留保することを
正当化 

（４）解雇回避努力義務 
 

54 
国（在日米軍司令部・解雇）
事件・東京高判平成18・12・
21 

職務 
報道編集専門職 
在日米軍事案 

明示 人事制度の態様         

55 
東京エムケイ事件・東京地判
平成20・9・30 

職務 タクシー運転手 黙示 
契約書等の記載 
就労実態（賃金制度等の相違） 

      
①他職種への配転や降格
を必要と判断 

56 
A病院（医師・解雇）事件・福
井地判平成21・4・22 

職務 内科医長 黙示         

①他職種への配転や降格
を不可能と判断 
③事前の注意・指導・警告
を不要 

57 
類設計室事件・大阪地判平
成22・10・29 

職務 塾の文系講師 黙示         
①他職種への配転や降格
を不可能と判断 

58 
日本基礎技術事件・大阪高
判平成24・2・10 

職務 技術社員 黙示 契約書等の記載   ○   ②教育訓練等を不要 

59 
ロイヤル・バンク・オブ・スコッ
トランド・ピーエルシー事件・
東京地判平成24・2・28 

職務 
プログラムマネー
ジャー 

明示 

採用経緯（募集広告、採用動機、
期待能力に関する労働者の認
識） 
就労実態（高処遇） 

      

①他職種への配転や降格
を不要と判断 
③事前の注意・指導・警告
を不要 

60 
コアズ事件・東京地判平成
24・7・17 

職務 営業開発部長 黙示 採用経緯（募集広告、採用動機）         

61 
ブルームバーグLP事件・東
京高判平成25・4・24 

職務 記者 明示   

     ○ 
 
※契約継続を期待できな
い程の重大性、改善・反省
の機会の付与、改善可能
性の見込み等の事情を総
合判断 

○     

資料出所：（独）労働政策研究・研修機構（細川良・山本陽大研究員）における「多様な正社員に関する解雇判例の収集・分析」結果から作成したもの 
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